
 

福岡県立筑紫丘高等学校同窓会会則福岡県立筑紫丘高等学校同窓会会則福岡県立筑紫丘高等学校同窓会会則福岡県立筑紫丘高等学校同窓会会則     

 

（名称、事務局所在地）（名称、事務局所在地）（名称、事務局所在地）（名称、事務局所在地）     

第第第第 1111 条条条条    本会は、福岡県立筑紫丘高等学校同窓会と称し、事務局を福岡市南

区野間２丁目１３番１号筑紫丘高等学校内に置く。  

 

（目的）（目的）（目的）（目的）     

第第第第     2222 条条条条 本会は会員の友誼を深め、福岡県立筑紫丘高等学校（以下「母校」

という。）の発展に寄与することを目的とする。  

 

（会員）（会員）（会員）（会員）        

第第第第     3333 条条条条 本会の会員は次のとおりとする。  

１１１１     通常会員  

（１）（１）（１）（１）福岡県筑紫中学校・福岡県三宅中学校及び福岡県立筑紫丘高等学

校・同校併置中学校の卒業生  

（２）（２）（２）（２）前号の学校を中途転退学し、入会を希望する者で常任幹事会の承

認を得た者  

２２２２     在校会員  母校に在学中の生徒  

３３３３     特別会員  母校職員及び旧職員  

 

（事業）（事業）（事業）（事業）     

第第第第 4444 条条条条    本会は第２条の目的達成のため次の事業を行う。  

    １１１１．総会 ２２２２．各回同窓会の育成 ３３３３．地域・職域同窓会の育成  

    ４４４４．会員名簿の作成  ５５５５、創立記念事業 ６６６６．校友会の育成  

    ７７７７．その他目的達成に必要な事業  

 

((((役職員役職員役職員役職員 ))))     

第第第第     5555 条条条条    本会に次の役職員を置く。  

      名誉会長     福岡県立筑紫丘高等学校長とする。  

      会  長    会を代表し会務を総括する。  

      副  会  長 ３名  会長を補佐し会長事故あるときは職務を代行す

る。  

     理  事 ５名  会長の委嘱により事業を担当する。  

      監  査 ２名  会の運営及び経理事務を監査する。  

常任幹事 各回１名、定時制部若干名。  

各回幹事の互選とし、各回を代表する。  



 

幹   事      原則として各回卒業時の学級数以内を選出し、そ

の回の世話をする。  

事務局長      会長が委嘱し、会の記録保管及び経理並びに事

務のすべてを掌る。  

事務局員 １名  会長が委嘱し事務局長を補佐する。  

顧  問 若干名  会長は顧問を委嘱する。  

 

２２２２ 本会の会長、副会長、理事、監査の任期は２年とする。但し、再任

を妨げない。  

３３３３ 役員の異動は、本部役員会、常任幹事会で承認されることにより決

定し、総会で報告するものとする。  

４４４４ 役員の選出は、卒業回の末尾を同一にする常任幹事で構成する選考

委員会がその任にあたる。（例 中３、高３、高１３ --------）     

    

（総（総（総（総    会）会）会）会）     

第第第第 6666 条条条条 本会の総会は定期総会及び臨時総会とし、会長が招集する  

２２２２ 定期総会は、、、、原則として６月第１土曜日に開き、会務報告、母校近

況報告、予算・決算報告及び校友会・同窓会員の表彰等を行う。  

３３３３ 定期総会の運営は、卒業後３０年の回期生を当番としてその任にあ

てることとする。  

４４４４ 臨時総会は必要に応じて開くことができる。  

    

（会（会（会（会    議）議）議）議）     

第７条第７条第７条第７条 本会の会議は、会長が招集し、出席者の過半数を以って決定する。 

会議の名称、構成及び分掌は次のとおりとする。  

役 員 会  会長、副会長、理事、監査、事務局長、事務局員で

構成し、会長の諮問に応じ、会務を執行する。  

            会長は必要に応じ、顧問の出席を求めることができ

る。  

     常任幹事会  常任幹事で構成し、予算・決算の審議、会則の改正、

役員の選出及びその他、会長の諮問を審議し決定す

る。  

            なお、常任幹事が出席できないときは、その回の幹

事を代理として出席させる。  

（委員会）（委員会）（委員会）（委員会）        

第８条第８条第８条第８条    本会の円滑な運営並びに事業遂行のために次の委員会を設置する。 



 

（１）（１）（１）（１）総会実行委員会 --------総会当番回で組織し、総会行事の運営及   

び関連する業務を担当する。   

（２）（２）（２）（２）会報委員会 ---------------同窓会報の編集・発行を行う。  

（３）（３）（３）（３）ＩＴ委員会 ---------------ホームページの管理並びに名簿管理システ

ムを担当する。  

（ ４ ）（ ４ ）（ ４ ）（ ４ ） 役 員 選 考 委 員 会 -----第 ５ 条 ４ 項 に 規 定 す る 常 任 幹 事 で 構 成     

し、役員の選考にあたる。  

（５）（５）（５）（５）その他の委員会 ---------必要に応じ随時設置する。  

  ２２２２ 委員は会長が委嘱する。  

 

（経（経（経（経    理）理）理）理）     

第９条第９条第９条第９条    本会の経理は同窓会費、寄付金その他の収入をもって充てる。  

 ２２２２     同窓会費は、母校入学時に納入する同窓会入会金及び母校在学時に

納める同窓会費とする。  

   ３３３３     入会金及び同窓会費の額は別に定める。  

   ４４４４     本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わ

る。  

    

（届け出）（届け出）（届け出）（届け出）     

第第第第 10101010 条条条条 本会の会員は、住所・職業等に異動を生じた時は、同窓会事務局

に届け出るものとする。  

 

（支部設置）（支部設置）（支部設置）（支部設置）     

第第第第 11111111 条条条条 本会の会員が多数居住する地域、多数在勤する職域に同窓会支部

を設置することができる。  

２２２２  本会の支部を設置した時は、支部名、事務所並びに支部役員を同窓

会事務局に通知するものとする。  

 

（付則）（付則）（付則）（付則）     

第第第第 12121212 条条条条  本会の会則は、平成１７年１１月２８日より実施する。  

            ２２２２ 平成２０年３月２１日一部を改正し、平成２０年４月１日から実

施する。  

 

 

 

 



 

 

平成２２・２３年度役員名簿平成２２・２３年度役員名簿平成２２・２３年度役員名簿平成２２・２３年度役員名簿     

 

            会   長     田  中   義  明     高   ９回  

            副会長     桐  生   元  治     定１０回  

              〃       竹  若   幸  二     高１０回  

              〃       稲  員  大三郎     高１５回  

            理   事     松  崎   芳  之     高１７回  

              〃       森  田  憲一郎     高２０回  

              〃       井  本   宗  司     高２３回  

              〃       寺  田  光一郎     高３０回  

              〃       前  川   健  太     高４９回  

            監   査     伊  藤   徹  雄     高２５回  

              〃       大  坪   一  彦     高２９回  

           事務局長    加  藤   久  嘉     定１５回  

           事務局員    内  田   洋  子     高２４回    


